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令和元年８月３０日

公益社団法人宮崎県医師会長 殿

宮崎県福祉保健部長

（ 公 印 省 略 ）

「令和２年度病床機能等分化・連携促進基盤整備事業」及び「病床の機能

分化・連携を推進するための基盤整備」に係る事業実施意向調査について

日頃より、本県医療行政に格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、本県におきましては、平成２６年度から地域医療介護総合確保基金を県に設置

し、県が策定する実施計画に基づき各種事業を実施しております。

その中で、地域における医療機能の分化・連携等の促進を目的として、病床機能の転

換等に必要となる施設及び設備の整備費用の一部を補助する標記事業を実施していると

ころですが、来年度の当該事業の実施及び新たな補助事業化の検討に当たり、県内医療

機関の意向を把握したいので、令和元年１０月４日（金）までに、郡市医師会分をとり

まとめの上、別添様式により御回答をお願いします。

【担当】

医務・計画担当：田中、曵田

電話：0985-26-7055、FAX：0985-32-4458

E-mail：iryoyakumu@pref.miyazaki.lg.jp



様式

施設整備
(補助率1/2) → 病棟の新築･増

改築
病棟の改修

ﾘﾊﾋﾞﾘ施設の新
築･増改築

設備整備
(補助率1/2)

病床削減に伴う
病棟･病室等改
修

再編統合・ﾀﾞｳﾝ
ｻｲｼﾞﾝｸﾞ･機能転
換の計画策定

高度急性期 床 → 高度急性期 床

急性期 １００床 → 急性期 ５０床

回復期 床 → 回復期 ５０床

慢性期 床 → 慢性期 床

→ 介護施設等への転換 定員　　　　　　人

その他

（注）　本意向調査で要望いただいた事業が基金状況、事業内容等によって、補助事業の対象とならないことが

　　　あることに御留意ください。

（注）　基金の活用に当たっては、各圏域の地域医療構想調整会議において同意を得る必要があります。

（注）　基金を活用する場合には、補助を希望する事業の事前着工は認められませんので御注意ください。

【大まかな流れ】

電話番号

病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備に係る事業実施意向調査票

医療機関名

記入者役職・氏名

E-mailアドレス

事
業
分
類

病床機能等分化・連
携促進基盤整備事業

その他

　下記に予定事業の内容をご記載ください。

　下記に予定事業の内容をご記載ください。

概算事業費

事業概要

地域医療構想の達成に向
けた病床機能の分化・連
携の内容

現在の病床機能と事業に
より変更予定の病床機能

及び病床数

病床機能報告報告予定（Ｒ元.7.1時点) 病床機能（事業実施後報告予定数)

事業実施後、算定するこ
ととなる特定入院料

地域包括ケア病棟入院料 地域包括ケア入院医療管理料

回復期リハビリテーション病棟入院料 (　　　　　　　　)

地域医療構想調整会議で
の具体的対応方針の協議
状況

　事業要望提出（本意向調査票の提出）　→　基金の内示　→　各圏域の地域医療構想調整会議で説明・協議　→　合意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （翌年夏頃）　　（地域調整会議の趣旨に沿った整備であるか）

→　補助金申請書の提出　→　　 交付決定　　→　工事業者との契約　→　着工　→　工事完了　→　検査　→　支払
　　　　　　　　　　　　　（予算の範囲内で）

事業費積算

事業期間（予定）

備考

合意済 協議未着手協議中
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様式

施設整備
(補助率1/2) → 病棟の新築･増

改築
病棟の改修

ﾘﾊﾋﾞﾘ施設の新
築･増改築

設備整備
(補助率1/2)

病床削減に伴う
病棟･病室等改
修

再編統合・ﾀﾞｳﾝ
ｻｲｼﾞﾝｸﾞ･機能転
換の計画策定

高度急性期 床 → 高度急性期 床

急性期 １００床 → 急性期 ５０床

回復期 床 → 回復期 ５０床

慢性期 床 → 慢性期 床

→ 介護施設等への転換 定員　　　　　　人

その他

（注）　本意向調査で要望いただいた事業が基金状況、事業内容等によって、補助事業の対象とならないことが

　　　あることに御留意ください。

（注）　基金の活用に当たっては、各圏域の地域医療構想調整会議において同意を得る必要があります。

（注）　基金を活用する場合には、補助を希望する事業の事前着工は認められませんので御注意ください。

【大まかな流れ】

地域医療構想調整会議で
の具体的対応方針の協議
状況

　事業要望提出（本意向調査票の提出）　→　基金の内示　→　各圏域の地域医療構想調整会議で説明・協議　→　合意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （翌年夏頃）　　（地域調整会議の趣旨に沿った整備であるか）

→　補助金申請書の提出　→　　 交付決定　　→　工事業者との契約　→　着工　→　工事完了　→　検査　→　支払
　　　　　　　　　　　　　（予算の範囲内で）

事業費積算

施設改修費　８０，０００千円
リハビリ器具等購入費　２０，０００千円
　・購入予定機器
　　○○、○○、○○

事業期間（予定） 令和２年○月～令和○年○月

備考

概算事業費 １００，０００千円

事業概要

急性期病棟を回復期リハビリテーション病棟に機能転換するための施設改修と必要な医療機器等の購入。

地域医療構想の達成に向
けた病床機能の分化・連
携の内容

２０２５年を展望すると、○○医療圏においては回復期病床が不足しているため、当院の○○床を回復期病床へ機能
転換する。

現在の病床機能と事業に
より変更予定の病床機能

及び病床数

病床機能報告報告予定（Ｒ元.7.1時点) 病床機能（事業実施後報告予定数)

事業実施後、算定するこ
ととなる特定入院料

地域包括ケア病棟入院料 地域包括ケア入院医療管理料

回復期リハビリテーション病棟入院料 (　　　　　　　　)

E-mailアドレス 　　　・・・・＠・・・・.・・.jp

事
業
分
類

病床機能等分化・連
携促進基盤整備事業

整備予定の機器（　○○、○○、○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

　下記に予定事業の内容をご記載ください。

　下記に予定事業の内容をご記載ください。

電話番号 　　（○○○○）－○○－○○○○

病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備に係る事業実施意向調査票

医療機関名 　　医療法人○○会　○○病院

記入者役職・氏名 　　事務長　○○○○

合意済 協議未着手協議中



病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備について

【調査の概要】

今回調査では従来からの補助事業「１病床機能等分化・連携促進基盤整備事

業」の活用予定の調査のほか、「２病床の機能分化・連携を推進するための基盤

整備事業」について、事業ニーズ調査を行います。

なお、本調査で要望いただいた事業が基金状況、事業内容等によって、補助

事業の対象とならないことがあることに御留意ください。

１ 病床機能等分化・連携促進基盤整備事業（詳細は交付要綱参照）

医療機関が急性期機能を持つ病棟から地域で不足する回復期機能を持つ病棟等

への転換を行う際の施設整備・設備整備に対し補助を行う事業です。

(1) 施設整備費の補助

病床機能の分化・連携等に必要な施設の新築・増改築・改修に要する工事

費又は工事請負費の一部を補助する。（補助基準額の２分の１以内）

区分 補助基準額 補助上限額

病棟（新築・増改築）基準面積（25㎡×病床数）×単価（鉄 44,000千円を

筋コンクリート 172,500円 又は 目安として、

ブロック 150,300円) 予算の状況に

（参考） よ り 変 動 す

※１床あたり る。

鉄筋コンクリート 4,312,500円

ブ ロ ッ ク 3,757,500円

病棟（改修） １床あたり 3,333千円

医学的リハビリテー 基準面積（450㎡）×単価（鉄筋コン

ション施設（新築・ クリート192,800円 又は ブロック16

増改築） 8,500円)

※ 設計費、土地取得費、外構工事費等は対象外

(2) 設備整備費の補助

病床機能の分化・連携等に必要な医療機器等の購入費の一部を補助する。

（補助基準額の２分の１以内）

・ 補助基準額 １か所当たり10,800千円

・ 補助上限額 5,400千円

※ 平成３１年度（令和元年度）の内容であり、令和２年度分は内容が変更と

なる可能性があります。



２ 「病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備」事業ニーズ調査

「病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備」について、下記に係る事業

ニーズの調査を行うものです。

このうち、事業ニーズの多い事業については、県において補助事業化に向けた検

討を行います。

(1) 地域医療構想の達成に向けた医療機関の事業縮小の際に要する建物の改修

整備への補助

【想定する補助対象経費】

医療機関の機能集約により病床を削減する場合に、これまで病棟・ 病室等として使用

していた部分を他用途へ変更（機能転換以外）するために必要な改修費用

(2) 再編統合※１、ダウンサイジング※２、機能転換(「再編統合等」という)の計

画の策定に当たって必要となる経費への補助

【想定する補助対象経費】

ア 再編統合等を行おうとする医療機関が、都道府県が地域医療構想に精通していると

認め、都道府県が選定した中小企業診断士等の専門家に相談等を行う際に必要となる

経費

イ 再編統合等を行おうとする医療機関が、都道府県立ち会いの下で再編統合等に関す

る協議を行う際に必要となる経費

ウ 再編統合等を行おうとする医療機関が、再編統合等後の施設の基本設計・実施設計

を行う際に必要となる経費

※１ 再編統合とは、複数の病院を対象とした医療機関同士の統合や病床機能

の見直しに伴う整備を指すものとします。

※２ ダウンサイジングとは、病院の診療所化や一部病床をリハビリテーショ

ン室化する等、病床を伴う規模の縮小を指すものとします。



病床機能等分化・連携促進基盤整備事業の活用の流れ

郡市医師会
↓

県医師会

調整会議（事務局：各保健所）
・ 調整会議が役割分担を勘案して、適格性等について承認する。

予算等を考慮して県で判断

各医療機関から交付申請書提出

県（基金事業活用についての連絡）

県医師会
↓

郡市医師会
↓

医師会会員病院・診療所

・ 公的医療機関等
・ 医師会会員以外の病
院・診療所

県（関係団体から提出された事業のとりまとめ）



病床の機能分化・連携促進に係る事業費補助金交付要綱

平成２６年１２月９日
福祉保健部医療薬務課

（趣旨）

第１条 県は、宮崎県地域医療介護総合確保基金条例（平成26年宮崎県条例第65号）第１

条に定める基金を活用し、予算に定めるところにより、地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号）第４条に規定する都道府県計画

に掲げる事業のうち病床の機能分化・連携促進に係る事業を行う者に対し補助金を交付

するものとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成26

年９月12日付け医政発0912第５号厚生労働省医政局長通知）及び補助金等の交付に関

する規則（昭和39年宮崎県規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費等）

第２条 前条の補助金の補助対象経費及び補助金額は、別表第１及び第２のとおりとする。

２ 前条の補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たすことを要件とする。

(１) 県税に未納がないこと。

(２) 地方税法（昭和25年法律第 226号）第 321条の４及び各市町村の条例の規定により、

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県に居住

している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収

を開始することを宣誓した者であること。

(３) 補助事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない

こと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(４) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

（補助金の交付申請）

第３条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入に係る消費税等

相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和

63年法律第 108号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該

金額に地方税法（昭和25年法律第 226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の

合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して

申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入に係る消費

税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。

２ 規則第３条第４号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおり

とする。

(１) 前条第２項第１号に係る納税証明書（県税に未納がないことの証明）

(２) 前条第２項第２号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（法人の場

合）（別記様式第３号）

(３) 前条第２項第３号に係る誓約書（別記様式第４号）

(４) 補助金所要額調書（別表第２の事業の場合）（別記様式第５号）

(５) その他参考となる書類



（補助条件）

第４条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。

(１) 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行う事業

であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとすること。

(２) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けなければならないこと。

(３) 補助事業に係る関係書類の保存については、基金事業に係る収入及び支出を明らか

にした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び

証拠書類を事業が完了する日（基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならないこと。

(４) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがあること。

(５) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならないこと。

(６) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら

ないこと。

(７) 補助事業を行う者が(１)から(６)までにより付した条件に違反した場合には、この補助

金の全部又は一部を県に納付させることがあること。

（申請の取下げのできる期限）

第５条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げができる期限は、補助金の交付決定

の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

（補助事業の内容等の変更）

第６条 規則第10条第２項第１号の規定により内容の変更をしようとするときは、あらか

じめ変更承認申請書（別記様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。ただし、補助金額の増減を伴わないものであって、事業実施年度

における対象事業ごとの補助対象経費の額の20％を超えない額の変更については、この

限りでない。

(１) 変更後の事業計画書

(２) 変更後の収支予算書

(３) その他参考となる資料

（状況報告）

第７条 規則第11条の規定による状況報告は、知事が認めた場合を除き、補助金の交付決

定のあった年度の12月末現在の状況等について、翌月の10日までに知事に提出しなけれ

ばならない。

（実績報告）

第８条 規則第14条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添

えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年

度の翌年度の４月20日のいずれか早い日までにしなければならない。

(１) 事業実績書（別記様式第７号）

(２) 事業収支決算書（別記様式第８号）

(３) 補助金所要額精算書（別表第２の事業の場合）（別記様式第９号）



(４) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の概要を示す書類

(５) その他知事が必要と認める書類

２ 第３条第１項ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の

申請をし、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入に係る消費税等

相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならな

い。

３ 第３条第１項ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の

申請をし、第１項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当

該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を仕入に係る

消費税等相当額報告書（別記様式第10号）により速やかに報告し、知事の返還命令を受

けて仕入に係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。

（補助金の交付方法）

第９条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、知事が特に必要があると認める

場合は、概算払により交付することができる。

（財産の処分の制限）

第10条 規則第21条第１項ただし書並びに同項第２号及び第３号の規定により知事の定め

る期間及び財産の種類は、次のとおりとする。

(１) 規則第21条第１項ただし書の知事の定める期間 減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財

産については大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間

(２) 規則第21条第１項第２号及び第３号に定めるもの １件当たりの取得価格又は効用

の増加価格が、単価30万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産

（書類の提出部数等）

第11条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、それぞれ１部とし、

その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成26年12月９日から施行し、平成26年度予算に係る病床の機能分化・連

携促進に係る事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成27年10月１日から施行し、この要綱による改正後の病床の機能分化・

連携促進に係る事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度予算に係る病床の機能分化・

連携促進に係る事業費補助金から適用する。



別表第１（第２条関係）

補助対象事業 補助対象経費 補助金額

病床の機能分化・連携を 病床の機能分化・連携促進に係 知事が必要と認める額

促進するための調査研修 る研修会及び調査に要する経費

事業



別表第２（第２条関係）

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助金額

病床機能等分 病床機能や地域 (1)病棟(新築・増改築) 補助対象経費の実

化・連携促進 における医療機 基準面積×単価 支出額と補助基準額

基盤整備事業 能の分化・連携 ･基準面積＝25㎡×病床数 とを比較していずれ

（施設整備） 等に必要な施設 ･単価 か少ない額と、総事

（設備整備） の新築・増改築 鉄筋コンクリート 業費から寄附金その

・改修に要する 172,500円 他の収入額を控除し

工事費又は工事 ブロック た額とを比較してい

請負費 150,300円 ずれか少ない額に２

(2)病棟(改修) 分の１を乗じて得た

１床あたり 額（算出された額に

3,333千円 1,000円未満の端数

(3)医学的リハビリテーショ が生じた場合は、こ

ン施設(新築・増改築) れを切り捨てた額）

基準面積×単価 以内

･基準面積 450㎡

･単価

鉄筋コンクリート

192,800円

ブロック

168,500円

病床機能や地域 １カ所あたり

における医療機 10,800千円

能の分化・連

携等に必要な

医 療 機 器 等

（備品）購入

費

病床機能等分 病床機能や地 １カ所あたり 補助対象経費の実

化・連携促進 域における医 30,000千円 支出額と補助基準額

基盤整備事業 療機能の分化 とを比較していずれ

（ＩＣＴネッ ・連携等のた か少ない額と、総事

トワーク等整 めのＩＣＴネ 業費から寄附金その

備） ットワーク構 他の収入額を控除し

築に必要なコ た額とを比較してい

ンピュータ及 ずれか少ない額に３

び付属機器等 分の２を乗じて得た

の購入費 額（算出された額に

1,000円未満の端数が



生じた場合は、これ

を切り捨てた額）以

内

１ 病床機能等分化・連携促進基盤整備事業（施設整備）においては、次に掲げる費用に

ついては、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の取得又は整地に要する費用

(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用

(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用

(4) 既存建物の買収に要する費用

(5) その他の整備費として適当と認められない費用



（参考）

Ⅰ．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

番号 事業の例 事業の概要

医療提供体制の改革に向けた施設・設備の整備　等

1

ＩＣＴを活用した地域医療ネット
ワーク基盤の整備

病院・診療所間の切れ目のない医療情報連携を可能とするため、医療
機関相互のネットワーク構築を図るとともに、津波などによる診療情
報流出防止の観点から、防災上安全な地域にデータサーバーを設置
し、診療情報等のデータを当該サーバーに標準的な形式で保存するこ
とができるよう設備の整備を行う。

2

精神科長期療養患者の地域移行を進
め、医療機関の病床削減に資するた
め、精神科医療機関の病床のデイケ
ア施設や地域生活支援のための事業
への移行を促進するための施設・設
備整備

精神科医療機関の機能分化を進める観点から、病床を外来施設やデイ
ケア施設等新たな用途に供するための改修又は施設・設備の整備を行
う。

3

がんの医療体制における空白地域の
施設・設備整備

がん診療連携拠点病院の存在しない二次医療圏において、新たに設置
する「地域がん診療病院」に対して、新たに整備する放射線機器や検
査室等の整備を行う。

4

地域医療支援病院やがん診療連携拠
点病院等の患者に対する歯科保健医
療の推進

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対して全身と口
腔機能の向上を図るため、病棟・外来に歯科医師及び歯科衛生士を配
置又は派遣し、患者の口腔管理を行う。
また、病院内の退院時支援を行う部署(地域医療連携室等)等に歯科医
師及び歯科衛生士を配置又は派遣し、退院時の歯科診療所の紹介等を
行うための運営費に対する支援を行う。

5

病床の機能分化・連携を推進するた
めの基盤整備

急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域にお
いて総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推進するための
施設・設備の整備を行う。

6

妊産婦の多様なニーズに応えるため
の院内助産所・助産師外来の施設・
設備整備

院内助産所や助産師外来を開設しようとする産科を有する病院・診療
所の増改築・改修や、体制整備に必要な備品の設置に対する支援を行
う。

・

・ 基金適用には様々な条件があることから、詳細は各事業担当者と詰めていくことになります。

地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る事業例別分類表

上記は令和元年度の事業例別分類であるため、今後内容が変更になったり、事業自体がなくなる可能性も
あることに御留意ください。

その他、上記1～6に該当しない「地域医療
構想の達成に向けた医療機関の施設又は設
備の整備に関する事業」


